
『2013-14 年度版 FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』読者様用 改正原稿
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改正 1-4 公的医療保険
－ 略 －

1）療養の給付（健康保険：業務外のものに限る

国民健康保険：業務上、業務外にかかわらず給付）

療養の給付

己負担

平成26

赤字の

3 健康保険の給付
2割

年3月31日以前に70歳に

個所を変更しました

小学校就学前
改正－39

3割 ※原則2割

一定の高所得者は3割

なった被保険者は1割

小学校就学～70 歳未満 70 歳以上 75 歳未満


